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地方税電子申告（エルタックス）の利用について（依頼） 

 

 日頃から市町及び県の税務行政に対しまして、格別の御理解、御協力をいただき

厚く御礼申し上げます。  

 さて、現在、群馬県のすべての市町村においてエルタックスが利用でき、東部地

区の市町においても、法人の市町民税及び固定資産税(償却資産）の電子申告や個

人住民税の給与支払報告書等の提出サ－ビスなど順次導入されており、順調に利用

が伸びているところです。 

 また、群馬県の法人の県民税・事業税における電子申告手続きのサービスも、お

陰様で、平成 28 年 10 月末現在、都道府県別電子申告率は送信件数ベース 83.15％

で、全国２位の利用率となっております。 

 新たに、平成 29 年１月から、エルタックスの操作だけで、各市町村への給与支

払報告書等の提出とあわせて、給与所得の源泉徴収票等の提出が同時に利用できる

ようになり、今後益々利便性が向上いたします。 

 貴会の会員の皆様には、是非とも業務の効率化のため、エルタックスの一層の利

用推進に取り組んでいただくようお願い申し上げます。 

 

 
 

 
 事務担当 
   太田市市民税課・太田市資産税課・桐生市税務課 
   館林市税務課・みどり市税務課・板倉町戸籍税務課 
  明和町税務課・千代田町財務課・大泉町税務課 
  邑楽町税務課 
   太田行政県税事務所事業税係・桐生行政県税事務所課税係 
  館林行政県税事務所課税係 
 

 


